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目

次

告

示

○
字
区
域
の
変
更

(

市

町

村

振

興

課)

…

�

○
青
森
県
小
売
物
価
統
計
調
査
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

(

統
計
分
析
課)

…

�

○
小
売
物
価
統
計
調
査
の
調
査
品
目
の
廃
止

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
居
宅
支
援
事
業
者
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
居
宅
支
援
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
の
指
定

(

同

)

…

�

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
居
宅
支
援
事
業
者
の
指
定

(
同

)

…

�

○
道
路
の
区
域
の
変
更

(

道

路

課)

…

�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

(

経
営
振
興
課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
百
五
十
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
脇

野
沢
村
長
か
ら
脇
野
沢
村
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
源
藤
城
国
有
林
九
八
一
林
班
ぬ
小
班
で
、
測
量
法

(

昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十

四
年
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第
十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
二
の
点
か
ら
六
―

三
八
の
点
ま
で
の
点
を
順
次
連
結
す
る
線
及
び
二
の
点
と
六
―
三
八
の
点
を
結
ぶ
線
で
囲
ま
れ
る
区

域
を
大
字
脇
野
沢
字
蛸
田
に
編
入
す
る
。

下
北
郡
脇
野
沢
村
大
字
脇
野
沢
字
源
藤
城

二

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
六
二
・
四
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
五
九
九
・
四
四
メ
ー
ト
ル

一

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
五
五
・
五
四
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
六
〇
三
・
二
六
メ
ー
ト
ル

二
六
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
二
九
・
三
二
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
六
三
四
・
四
六
メ
ー
ト
ル

二
六
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
七
七
五
・
九
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
六
八
九
・
九
二
メ
ー
ト
ル

二
六
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
七
二
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
七
四
九
・
五
一
メ
ー
ト
ル

二
六
〇

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
六
七
七
・
六
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
七
九
二
・
八
三
メ
ー
ト
ル

六
―
二
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
七
一
一
・
三
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
八
〇
六
・
二
二
メ
ー
ト
ル

六
―
二
六
―
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
七
二
三
・
九
三
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
八
〇
六
・
九
〇
メ
ー
ト
ル

六
―
二
七

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
七
二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
七
九
〇
・
五
五
メ
ー
ト
ル

六
―
二
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
七
四
五
・
八
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
七
七
九
・
五
九
メ
ー
ト
ル

六
―
二
九

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
七
六
八
・
三
一
メ
ー
ト
ル
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Ｙ
座
標

－

三
七
五
八
・
七
三
メ
ー
ト
ル

六
―
三
一

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
七
九
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
七
三
六
・
七
九
メ
ー
ト
ル

六
―
三
二

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
〇
二
・
一
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
七
一
六
・
四
九
メ
ー
ト
ル

六
―
三
三

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
一
〇
・
七
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
七
〇
九
・
〇
八
メ
ー
ト
ル

六
―
三
四

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
二
七
・
七
七
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
六
八
七
・
五
四
メ
ー
ト
ル

六
―
三
五

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
五
三
・
三
九
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
六
六
六
・
五
三
メ
ー
ト
ル

六
―
三
六

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
六
二
・
一
五
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
六
四
三
・
〇
七
メ
ー
ト
ル

六
―
三
七

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
六
四
・
二
八
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
六
二
八
・
九
三
メ
ー
ト
ル

六
―
三
八

点

Ｘ
座
標

＋
一
二
五
八
六
〇
・
七
六
メ
ー
ト
ル

Ｙ
座
標

－

三
六
一
四
・
五
一
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
百
五
十
一
号

青
森
県
小
売
物
価
統
計
調
査
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
小
売
物
価
統
計
調
査
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

青
森
県
小
売
物
価
統
計
調
査
規
程

(

昭
和
三
十
二
年
七
月
青
森
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号)

は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
百
五
十
二
号

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
青
森
県
告
示
第
七
百
十
一
号(

小
売
物
価
統
計
調
査
の
調
査
品
目)

は
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
十
三
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年３月９日 水曜日 第2450号 �

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事

業
を
行
う
事
業
所

名

称

又
は
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
サ

ー
ク
ル
介
護

西
津
軽
郡
木
造
町

大
字
冨
田
字
富
久

地
四
の
一

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
ぬ
く
も

り
の
家

西
津
軽
郡
森
田
村

大
字
上
相
野
字
柾

木
一
九
の
四

平
成

��･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
白
生
会

五
所
川
原
市
大
字

金
山
字
竹
崎
二
三

〇
の
三

通
所
介
護

社
会
福
祉
法

人
白
生
会
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

け
や
き

五
所
川
原
市
字
敷

島
町
一
の
三

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法

人
白
生
会

五
所
川
原
市
大
字

金
山
字
竹
崎
二
三

〇
の
三

痴
呆
対
応

型
共
同
生

活
介
護

社
会
福
祉
法

人
白
生
会
グ

ル
ー
プ
ホ
ー

ム
け
や
き

五
所
川
原
市
字
敷

島
町
一
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
徳
誠
福
祉

会

青
森
市
富
田
五
丁

目
一
九
の
四
一

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

お
き
だ
て

青
森
市
富
田
五
丁

目
八
の
三
〇

��

･

�･

��

株
式
会
社
ツ

ク
イ

神
奈
川
県
横
浜
市

港
南
区
上
大
岡
西

一
丁
目
六
の
一

通
所
介
護

ツ
ク
イ
青
森

浜
館

青
森
市
浜
館
二
丁

目
一
三
の
七

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
生

き
が
い
十
和

田

十
和
田
市
東
二
十

三
番
町
二
九
の
六

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

生
き
が
い
十

和
田

十
和
田
市
東
二
十

三
番
町
二
九
の
六

��

･

�･

��
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青
森
県
告
示
第
百
五
十
四
号

介
護
保
険
法

(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
十
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十

七
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
十
六
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二

十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報������	
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社
会
福
祉
法

人
ま
ほ
ろ
ば

八
戸
市
小
中
野
八

丁
目
六
三

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

小
中
野

八
戸
市
小
中
野
八

丁
目
八
の
八

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
さ
く

ら
会

北
津
軽
郡
金
木
町

大
字
川
倉
字
七
夕

野
八
四
の
三
六
七

さ
く
ら
園
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー

北
津
軽
郡
金
木
町

大
字
川
倉
字
七
夕

野
八
四
の
三
六
七

平
成

��･

�･

�

有
限
会
社
仁
智

会

青
森
市
大
字
荒
川

字
筒
井
三
〇
六
の

一
一

居
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
こ
ま
き
の

青
森
市
大
字
安
田

字
近
野
二
五
三
の

七

��･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

白
生
会

五
所
川
原
市
大
字

金
山
字
竹
崎
二
三

〇
の
三

社
会
福
祉
法
人
白

生
会
居
宅
介
護
支

援
事
業
所
け
や
き

五
所
川
原
市
字
敷

島
町
一
の
三

��･

�･

��

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事

業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

身
体
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
青

い
森
介
護
事

業
所

青
森
市
緑
一
丁
目

一
の
三
六

居
宅
介
護

等
事
業

有
限
会
社
青

い
森
介
護
事

業
所

青
森
市
緑
一
丁
目

一
の
三
六

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

き
づ
く
り

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

も
り
た

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
二
七

七
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

い
な
が
き

つ
が
る
市
稲
垣
町

豊
川
宮
川
一
三
六

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

し
ゃ
り
き

つ
が
る
市
車
力
町

花
林
四
八

〃

� �



� �

青
森
県
告
示
第
百
五
十
七
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
知
的
障
害
者
授
産
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
三
十
一
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
百
五
十
八
号

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年３月９日 水曜日 第2450号 �

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業

を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
青

い
森
介
護
事

業
所

青
森
市
緑
一
丁
目

一
の
三
六

居
宅
介
護

等
事
業

有
限
会
社
青

い
森
介
護
事

業
所

青
森
市
緑
一
丁
目

一
の
三
六

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
極
光
の
会

南
津
軽
郡
常
盤
村

大
字
榊
字
植
田
三

三
の
一

地
域
生
活

援
助
事
業

玄
輝
門
住
宅

Ａ

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
中
島
字
種
元

三
一
の
五

〃

社
会
福
祉
法

人
和
晃
会

五
所
川
原
市
大
字

唐
笠
柳
字
村
崎
二

四
二

地
域
生
活

援
助
事
業

サ
ン
エ
ー
ス

五
所
川
原
市
布
屋

町
二
六
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

き
づ
く
り

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

も
り
た

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
二
七

七
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

い
な
が
き

つ
が
る
市
稲
垣
町

豊
川
宮
川
一
三
六

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

し
ゃ
り
き

つ
が
る
市
車
力
町

花
林
四
八

〃

名

称

設

置

の

場

所

指
定
年
月
日

す
て
っ
ぷ

青
森
市
中
佃
一
丁
目
三
の
三
〇

平
成
��･

�･

�

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を

行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

児
童
居
宅

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
青

い
森
介
護
事

業
所

青
森
市
緑
一
丁
目

一
の
三
六

居
宅
介
護

等
事
業

有
限
会
社
青

い
森
介
護
事

業
所

青
森
市
緑
一
丁
目

一
の
三
六

平
成

��

･

�･

�

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

き
づ
く
り

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

も
り
た

つ
が
る
市
森
田
町

森
田
月
見
野
二
七

七
の
三

〃

� �
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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
十
和
田
穂
並
町
店

十
和
田
市
穂
並
町
六
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

青
森
県
告
示
第
百
五
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
七
年
四
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

株
式
会
社
み
ま
ん

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

青 森 県 報������	
� �� 第2450号�

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

い
な
が
き

つ
が
る
市
稲
垣
町

豊
川
宮
川
一
三
六

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
市

社
会
福
祉
協

議
会

つ
が
る
市
木
造
若

緑
五
二

居
宅
介
護

等
事
業

つ
が
る
市
社

会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

し
ゃ
り
き

つ
が
る
市
車
力
町

花
林
四
八

〃

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小
売

店
舗
に
お
い

て
小
売
業
を

行
う
者
の
開

店
時
刻
及
び

閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
十
時

(

日
祝
祭
日
午
前
九
時)

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

来
客
が
駐
車

場
を
利
用
す

る
こ
と
が
で

き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分

(

日
祝

祭
日
午
前
八
時
三
十
分)

か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分

ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
十
一
時
十
五
分
ま
で

平
成

��･

�･

��

� �

１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

林
五
所
川
原

線 路
線
名

つ
が
る
市
木
造
出
野
里
泉
田
三
の
三
か
ら

つ
が
る
市
木
造
出
野
里
山
吹
一
一
の
五
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

七
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

七
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考



� �

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

平
成
十
七
年
三
月
九
日
か
ら
同
年
七
月
九
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
七
年
七
月
九
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


